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盲導犬と生活されている方の講話
（小学校にて実施）

盲導犬と生活されている方の講話
災害ボランティアセンターの運営

・ ボランティア活動推進
・ 福祉のまちづくり推進・ 福祉のまちづくり推進
・ 地域福祉を推進する子育てサロンなどへの助成・ 地域福祉を推進する子育てサロンなどへの助成・ 地域福祉を推進する子育てサロンなどへの助成・ 地域福祉を推進する子育てサロンなどへの助成
・ ひとり親家庭への高尾山招待事業・ ひとり親家庭への高尾山招待事業
・ 施設児童へのプール招待事業・ 施設児童へのプール招待事業
・ 子ども居場所団体への活動用品支給・ 子ども居場所団体への活動用品支給・ 子ども居場所団体への活動用品支給
・ 広報紙「はちおうじ社協だより」の発行・ 広報紙「はちおうじ社協だより」の発行・ 広報紙「はちおうじ社協だより」の発行

会員の種類　金会員の種類　金会員の種類　金額額額（年額）（年額）（年額）
令和４年度実績令和４年度実績

令和5年度の会員会費は主にこのように使われます令和5年度の会員会費は主にこのように使われます
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　町会・自治会・管理組合のご協力のもと、入会手続きを各団体の状況に応じて例　町会・自治会・管理組合のご協力のもと、入会手続きを各団体の状況に応じて例年年99月頃より行っています。月頃より行っています。月頃より行っています。
　ご案内がありましたら、ぜひご協力をお願いいたします。
　個別での入会をご希望の方は、本会窓口にて直接納入いただくか、郵便振替での納入が可能です。　個別での入会をご希望の方は、本会窓口にて直接納入いただくか、郵便振替での納入が可能です。
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ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！

回答は
こちらからこちらから

　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。　地域に暮らす人々が、安心して、互いに支えあい、かけがえのない存在として暮らすことのできるまち。
　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。　そんなまちづくりにむけて、八王子市社会福祉協議会（以下、本会）は日々活動しています。
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　ぜひ、ご協力をお願いいたします。　ぜひ、ご協力をお願いいたします。

☎042-648-5776  FAX 042-648-6332市民力支援課（ボランティアセンター）問合せ

歳末たすけあい運動募金にご協力を

～意思のあるお金、募金のチカラ。～ ～つながり ささえあう みんなの地域づくり～

赤い羽根共同募金にご協力を
募金で支えられた人は、募金で支える人になる

例年11月3日（文化の日）に八王子繊維貿易館で開催していた「歳末たすけあいバザー」は、令和5年度をもちまして廃止することになりました。
　長年にわたりご協力いただいた皆さまには、大変感謝を申しあげます。誠にありがとうございました。
　今後は、地域でのイベントに本会として出店いたしますので、バザー提供品（未使用の品物で、販売に適したもの）がございましたら、ご連絡をお待ちしています。

共同募金への寄付金は、税制上の優遇措置を受けることができます。詳しくは、税務署へお問合せください。

12 月 1日より「歳末たすけあい運動」が始まります。
　共同募金運動の一環として、毎年 12 月に募金活動を
実施しています。この活動で集めた募金は地域ニーズに基
づき配分します。
　昨年度は、市民の皆さまのご協力のもと、8,323,052 円
の募金をいただき、市内の地域福祉の推進に役立てられて
います。
　ぜひ、歳末たすけあい募金に、皆さまの温かいお気持ち
をお寄せください。

10 月 1日より　「赤い羽根共同募金運動」が始まります。
　この募金は、市内の障がい者や子ども達の施設、地域のボラン
ティア活動など、福祉の幅広い場面で活かされ、市内のさまざ
まな福祉施設での車両や備品整備などにも役立てられています。
また、災害時のボランティア活動支援にも活用されています。
　昨年度も市民の皆さまにご協力いただき、4,569,297 円の
募金が集まりました。
　皆さまの「たすけあいの精神」に支えられる共同募金に、どうか
温かいお気持ちをお寄せください。

会員の種類 金額（年額）

正会員 500円以上

賛助会員 3,000 円以上

特別会員 10,000 円以上

会員の種類 件数（件） 金額（円）
正 会 員（500円以上） 11,253 6,823,750
賛助会員（3,000円以上） 214 770,162
特別会員（10,000円以上） 209 2,965,328
合　　計 11,676 10,559,240

ご協力ありがとうございました。

第193 号

社協だよりの音声データ（CD）を、ボランティアグループ
南大沢音訳の会「こだま」のご協力で作成しています。 FSC® 森林認証紙を

使用しています。
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日時：10月 5日（木）～
　　　　　　　10月 9日（月・祝）
　　　午前 10時～午後 7時
場所：八王子駅北口西放射線ユーロード
　　　（駅前～中町公園まで）

日時：9月 16日（土）～ 9月 24日（日）
 午前 10時～午後 7時
日時：11月 16日（木）～ 11月 22日（水）
 午前 10時～午後 7時
場所：京王相模原線南大沢駅前

レポート学 童 保 育

☎・FAX 042-６５１-３９６１
恩方老人憩の家問合せ

☎090-5308-2197   gensen31@dance.ocn.ne.jp
八王子古本まつり実行委員会　坂田問合せ

☎042-669-1433  FAX 042-669-1434
長房ふれあい館問合せ

10 月 14日（土）・15日（日）
作 品 展 示：午前 9時～午後 4時
体験コーナー：午前 10時～午後 3時

作 品 展 示：書道・写真・編み物・小物・生け花
体験コーナー：パンフラワー製作・小物製作・吹矢

長房ふれあい館（長房町 588 番地　都営長房アパート西 1号棟 1階）
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八王子・南大沢古本まつり

10 月 26日（木）・27日（金）
午前 10時～午後 3時

演　　芸：カラオケ、大道芸、ウクレレ、フラダンス等
作品展示：編み物、手芸、生け花、絵手紙、短歌、
 おしばな、書道、写仏、個人からの出展等

恩方老人憩の家（下恩方町 3395 番地 恩方事務所 2階）

長房ふれあい館にて文化祭を行います。ぜひご来館ください。

15日は午後 3時まで 

多様な古書とふれあい、楽しむ場

第7回

第8回

「令和 5年度 恩方老人憩の家 文化祭」を開催します。

恩方老人
憩の家 

長房
ふれあい館

演 芸 ・ 作 品 展

秋
 読書の

第 29回　八王子古本まつり 第7回　第 8回　南大沢古本まつり

 作 品 展 ・  体 験 コ ー ナ ー

「令和 5年度 恩方老人憩の家 文化祭」を開催します。「令和 5年度 恩方老人憩の家 文化祭」を開催します。「令和 5年度 恩方老人憩の家 文化祭」を開催します。 長房ふれあい館にて文化祭を行います。ぜひご来館ください。長房ふれあい館にて文化祭を行います。ぜひご来館ください。長房ふれあい館にて文化祭を行います。ぜひご来館ください。長房ふれあい館にて文化祭を行います。ぜひご来館ください。長房ふれあい館にて文化祭を行います。ぜひご来館ください。長房ふれあい館にて文化祭を行います。ぜひご来館ください。長房ふれあい館にて文化祭を行います。ぜひご来館ください。長房ふれあい館にて文化祭を行います。ぜひご来館ください。長房ふれあい館にて文化祭を行います。ぜひご来館ください。長房ふれあい館にて文化祭を行います。ぜひご来館ください。長房ふれあい館にて文化祭を行います。ぜひご来館ください。長房ふれあい館にて文化祭を行います。ぜひご来館ください。

 作 品 展 ・ 作 品 展 ・ 作 品 展 ・ 作 品 展 ・ 作 品 展 ・ 作 品 展 ・ 作 品 展 ・

本年度は演芸を加えた開催で
賑わい高まる開催が楽しみです

更新回数　１回まで（貸出期間　最大６か月）
＊貸出の時に利用者または申請者の身分証明
書を窓口に提示いただきます。（※印鑑不要）

1 回の貸出期間　3か月（現行どおり）
令和 6年度より

荒
天
中
止

　現在、無料で貸し出しする車いすへの利用希望が増えており、車いすの在庫数が不足
しています。この事業は本来、一時的に車いすを必要としている方へのサービスのため、
なるべく多くの市民が利用できるように、令和 6年 4月 1日より貸出期間を下記のよう
に変更させていただきます。ご理解、ご協力をお願いいたします。

　東浅川町にあるWill どうぶつ病院の佐藤裕子院長より新
品の車いす10台をご寄贈いただき、7月31日にボランティ
アセンターにて贈呈式を行いました。
　地域のために何かできないかとお考えだったところ、社
協だより 7月 1日号の車いすが不足している記事をご覧い
ただき、今回のご寄付となり
ました。ご寄贈いただきまし
た車いすは貸出用として大切
に活用させていただきます。
温かいご支援に心より感謝申
しあげます。

車いす 10 台をご寄贈いただきました！

というマスにとまったよ！何ができるかな？

取り札に書いてある「自分と友達との
ちがい」について、みんなで考えます。

車いす貸出利用期間  変更のお知らせ

● 電気や水のムダづかいをなくす
● 身の回りのものを大切にする
● 手洗い、うがいをしっかりする

● 食事を残さず食べる
● 防災意識を高める
● みんなに優しく、仲良く
遊ぶ

すごろくに
チャレンジ！

かるたに
チャレンジ！

　今や小・中学校でもSDGsを学ぶ時代です。現在の子どもたちが大人になる頃には、
誰もが知っている当たり前となるSDGs。学童保育所では子どもたちと一緒に、未来
に向けて今できること、これから取り入れられることを学びます。

～ みらいのために　できること ～

て　手をつなごう

世界中で食べ物に困っている
子どもたちのために、

何ができるかを考えて発表しよう

差別をしない　世の中に

☆自分にできることを探してポスター作り♪

☆すごろくやかるたで遊びながら学びます☆

● ● ●   「2030 年までに達成を目指す 17の目標」について、知ることからはじめています。  ● ● ●

上手に
書くぞ～！！

たくさん

見つけたいな♪

1 回の貸出期間　3か月
現 行

更新回数　制限なし

身近なSDGsの取り組み例

☎042-648-5776　FAX 042-648-6332市民力支援課（ボランティアセンター）問合せ

☎042-620-7284　FAX042-625-3580学童保育課問合せ
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参加
方法

開催
内容

① Zoomウェビナーによるオンライン配信
（定員300名）

② サテライト会場での配信
（定員　各15名）

サテライト会場
①中野市民センター　　④クリエイトホール　
②横山南市民センター　⑤元八王子市民センター
③南大沢市民センター

第 1部 基調講演 NPO法人　ゆどうふ　代表　辻岡 秀夫 氏

第 3部 パネルディスカッション

第 2部 活動報告 ①リトリート・裏高尾　板橋 充 氏
②はちまるファーム　はちまるサポートCSW

11月11日（土） 午後２時～４時（サテライト会場は午後1時30分より受付開始）日時

　昨今、社会問題となっている8050問題、不登校・ひきこもり、孤独死や生活困窮等は、きっ
かけや経緯は様々ですが、本人やご家族が問題を抱え込み、周囲と距離を置いてしまうことが多
く、結果的に問題の長期化につながっています。どうすれば誰もが孤立せずに、安心して暮らす
ことができるかを、実際に支援活動を行っている方のお話を通じて考えます。

生のま 進

「ひきこもり」をテーマに
寸劇している様子

パネルディスカッションの様子
「城山かわせみ塾」の
活動報告

「石川子ども食堂」の
活動報告

、 4 5 の の す

い

支えあい推進課問合せ
☎042-649-8477  
FAX 042-649-8478

右記二次元コードよりお申込みいただくか、
右記問合せ先までお電話ください。
各はちまるの窓口でも申込み受付しています。

申込み

このセミナーは、八王子市から委託されている重層的支援体制整備事業（地域づくり事業）の一環として実施しています。

生活支援相談担当問合せ ☎042-620-7282  FAX 042-622-2701 

受験生チャレンジ支援貸付事業
内 容

対象要件
○中学3年生または高校3年生等 （浪人生を含む）を養育する方
○世帯の総収入または合計所得金額が一定基準以下であること
○世帯の預貯金等資産の保有額が600万円以下であること
○土地建物を所有していないこと（現在居住している場所を除く）
○都内に引き続き1年間以上在住していること
○生活保護受給世帯でないこと
○暴力団員が属する世帯でないこと

受験料の費用
（高校または大学等の受験料）

学習塾の費用
（入試に備えるために必要な学習塾等の受講費用）

貸付限度額 貸付限度額
申請
締切

200,000円
高 校 受 験   27,400円
大学等受験   80,000円

令和６年１月31日(水)

詳細はこちらから

がんばれ！受験生！
～進学への思い、応援します～

塾代、
受験料に
お困りの方へ

※その他の要件や必要書類がありますので、まずはご相談ください。

☆受験に合格し高校や大学等に入学した場合は、申請により返済が免除となります。

　高齢者や病気、産前産後などでお困りの方の家事援助を行う協
力会員の登録説明会を開催します。「お掃除が好き」、「料理が得意」
という方、協力会員になって一緒に活動してみませんか？協力会員に
は活動時間に応じて活動費が支払われます。（年会費500 円が必要）

☎042-649-5010  FAX 042-649-8478
支えあい推進課　うぃずサービス問合せ

うぃずサービス
協力会員登録説明会の開催
対　象  20歳以上の方　　　日　時  11月15日(水)午前10時～正午
場　所  ボランティアセンター 会議室(横山町11-2 金子ビル5階）
申込み  右記問合せ先までお電話ください。

協協
　高齢者や病気、産前産後などでお困りの方の家事援助を行う協
力会員の登録説明会を開催します。「お掃除が好き」、「料理が得意」
という方、協力会員になって一緒に活動してみませんか？協力会員に
は活動時間に応じて活動費が支払われます。（年会費500 円が必要）
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☎042-620-7338  FAX 042-623-6421
総務担当問合せ

  対　象　 　　地域福祉の推進に向けた物品購入費の助成
助成金額 75万円（上限額）
 申 込 み　 申込書に必要事項をご記入のうえ、
　　　　　  添付書類を添えて事務局（市役所8階）に提出
申請期間     10月3日（火）～11月2日（木）【郵送必着】

☎042-620-7365  　FAX 042-623-6421
成年後見・あんしんサポートセンター八王子問合せ

ご寄付の報告 令和5年6月1日～令和5年8月31日・敬称略

  100万円以上
●株式会社村内ファニチャーアクセス
　代表取締役社長 村内健一郎

  5 万円以上
●はなこの会 
●八王子松栄会 チャリティーカラオケ発表会一同
●匿名 1件 

  テレビ1台
●長谷川平蔵

  車椅子10台
●佐藤裕子

中古車椅子／介護用品／寝具／食品（お米・
野菜・飲料等）／文具（ファイル）／子供用品／
手芸用品（手作りぬいぐるみ、毛糸等）／日用
品（衛生用品、雑巾）／その他（エレクトーン）

  7月8日開催ボクシングチケット50枚
●八王子中屋ボクシングジム

  介護用品多数  
●内藤久裕

  中古車椅子1台、介護用品1点
●秋山圭子

  切手多数
●青木信之

  じゃがいも多数
●平隆

  お米
●富田由美

  お米
●井上眞由美

  新日本プロレスリングＴシャツ100枚
●新日本プロレスリング株式会社

  トイレットペーパー多数
●清竹浩

  拡大鏡1点
●和田ゆたか

  中古車椅子1台
●杉谷邦子

  中古車椅子1台
●有限会社ケアスタッフ

  1 万円以上
●小川利枝
●マルベリー東京パイロットクラブ
●東京八王子北ロータリークラブ
●八王子一坪パンまつり 
●ボランティアセンター 窓口募金箱
●市役所内社協 窓口募金箱
●匿名2件

  1 万円未満
●居酒屋榛名 お客様一同
●峠の倶楽部 西山康永
●匿名3件

  20 万円以上
●八王子駅北口商店会・西放射線通り　
　商店街振興組合・三崎町商研会

20件 2,311,265 円

52件

以下、匿名の皆さま（31名）から頂きました

一般寄付

物品寄付

  10 万円以上
●全国大陶器市振興組合 
　代表理事 平野利一
●あみものグループ

積極的に社会貢献活動を展開し
ている株式会社村内ファニチャー
アクセス様の寄付金をもとに、助成
事業を行います。
詳細は、本会HPをご覧いただくか、
下記問合せ先までお電話ください。

令和4年度は、
厨房機器や

電動自転車の購入費に
助成しました!

成年後見・あんしんサポートセンター八王子からのお知らせ

無料【専門家による成年後見・権利擁護相談】 無料
2023年 弁護士 司法書士
10月 10日 17 日
11月 14日 21日
12月 12日 19日

※時間は午後2時～4時までの間

「成年後見制度 基本のキ」 無料
日　時　10月24日(火) 午後２時～４時
場　所　由井事務所 2階　由井市民集会所 第3会議室（片倉町119-4）
講　師　鈴木 千沙 司法書士（リーガルサポート所属）
内　容　認知症になったら後見人が必要と聞くけれど、難しそうでとっ
　　　　つきにくい成年後見制度。誰のためのどんな制度なのか、基本
　　　　からわかりやすく解説します。
申込み　先着20名(右記問合せ先までお電話・FAXにて要予約）

「成年後見制度～申立手続きと書類～」 無料
日　時　12月13日(水) 午後２時～４時
場　所　クリエイトホール11階 第7学習室（東町5-6）
講　師　鈴木 千沙 司法書士（リーガルサポート所属）
内　容　申立てをする際に必要となる書類の種類や作成方法につい
　　　　て、実際に書類作成を業務として行う司法書士にお話しいた
　　　　だきます。
申込み　先着20名(右記問合せ先までお電話・FAXにて要予約）

「後見人との関わり方～役割と連携～」 無料
日　時　1１月7日(火) 午後２時～４時
場　所　ZOOMを活用したオンライン学習会
講　師　司法書士（リーガルサポート所属）
内　容　後見人の基本的な役割と権限の違い、関わり方や連携につ
　　　　いて、司法書士に現場目線でお話ししていただきます。
申込み　先着30名(下記問合せ先までお電話・FAXにて要予約)

本会の仕事に興味がある方はお気軽にお問合せください。
皆さまからのご応募を心よりお待ちしています。

● 原則 新品・未開封のものに限ります。
● いただいたご寄付は、市内の福祉施設等で活用
させていただきます。
※活用先が見つからない場合には、お断りする場合がございます。

問合せ 総務担当 ☎042-620-7338 FAX 042-623-6421

本会に寄付を頂きますと、税額が控除される場合があります。
詳しくは税務署にお問い合わせください。

物品寄付についてのご案内

  衛生用品・コンテナ多数
●MS＆AD事務サービス株式会社

  介護用品15点
●野地貴雄

衣類多数、介護用品等7点
●髙村雅巳

Zoom説明会を開催します。事前予約制！

詳細は本会
HPにて
ご確認
ください!

問合せ
☎042-620-7338  FAX 042-623-6421

総務担当

正規職員 本会が行う事業全般
（社会福祉事業の企画・実施、情報の処理及び一般事務等）

嘱託職員
（福祉職）

市内の地域福祉推進業務
（相談対応や情報の発信・業務に関わる事務全般等）

10月20日 金

株式会社 村内ファニチャーアクセス様

  雑巾10枚
●橋本秀子

  テレホンカード6枚
●伊藤みち子

  介護用品27点
●紅林宏明

 すいか9個、メロン3個
●長島クニコ

オンラインでの
ご寄付はこちらから♪
クレジットカードで寄付が
出来るようになりました！
右記二次元コードを読み込むと、
キャッシュレス決済サービスSyncable
（シンカブル）のページへ移動します。

市民向け 福祉・医療関係者向け

毎月第２・第３火曜日に成年後見制度の
利用や権利擁護について、弁護士や司法書
士による相談を行っています。自分自身の
ことや家族のこと、どなたでもご相談いた
だけますのでお気軽にご連絡ください。
ご予約は下記問合せまで。各相談日の

2営業日前までにお申し込みください。

成年後見制度学習会

で働く

を しています！

正規職員
希望者対象【 　　】

申込みフォームは
こちらから

　　　　　　村内ファニチャーアクセス
助成事業




